
 

 

 

令令和和２２年年度度  第第３３回回 

芦芦 屋屋 市市 都都 市市 計計 画画 審審 議議 会会  
  

 

  

資資    料料  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年２月１５日（月） 

芦 屋 市 

 

 

 



 

《《  資資  料料  一一  覧覧  》》 
 

【 諮問事項 】 

１．諮問第１号 

阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）生産緑地地区の変更 (芦屋市決定) 

岩園２生産緑地地区の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・① 

【 説明事項 】 

２．阪神地域都市計画区域マスタープラン等の変更について ・・・・・・・・・・・・・・・② 

阪神間都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更（兵庫県決定）・・・・・・・・②-1 

阪神間都市計画区域区分の変更（兵庫県決定）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・②-2 

阪神間都市計画都市再開発の方針の変更（兵庫県決定）・・・・・・・・・・・・・・・②-3 

阪神間都市計画住宅市街地の開発整備の方針の変更（兵庫県決定）・・・・・・・・・・②-4 

阪神間都市計画防災街区整備方針の変更（兵庫県決定）・・・・・・・・・・・・・・・②-5 

３．芦屋市都市計画マスタープランの改定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・③ 

 

【案件概略位置図】 

 

 



 

 

 

 

 

      

阪阪神神間間都都市市計計画画（（芦芦屋屋国国際際文文化化住住宅宅都都市市建建設設計計画画）） 生生産産緑緑地地地地区区のの変変更更（（芦芦屋屋市市決決定定））  

  

岩岩園園２２生生産産緑緑地地地地区区のの廃廃止止  

  

 

 

 【諮問第１号】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



計  画  書 

 

阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）生産緑地地区の変更（芦屋市決定） 

 

１ 種類及び面積 

   

種類 面積 

生産緑地地区 約 1.74ha 

 

 

２ 都市計画生産緑地地区中，下記の生産緑地地区を廃止する。 

 

名称 面積 備考 

岩園２生産緑地地区 約 0.39 ha （3,888 ㎡） 

 

「位置及び区域は計画図表示のとおり」 

 

 

理   由 

 

別添理由書のとおり 
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理  由  書  

 

住宅・宅地供給の促進及び緑地機能の優れた農地等の計画的な保全のため，市街化区域内農地を宅地

化するものと保全するものとに区分を明確化し，このうち，保全する農地について，より計画的，永続

的な保全を図るため，生産緑地法の本旨にのっとり生産緑地地区の指定をしている。 

このたび，主たる従事者の死亡により，生産緑地の買取申出があったが，行為制限の解除に至り，農

地として計画的，永久的に保全することが困難となった生産緑地地区を廃止するものである。 
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（白紙ページ） 
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（白紙ページ） 
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（参考） 

変更前後対照表 

（赤字下線変更箇所） 

 

変 更 前 変 更 後 

生産緑地地区 地区数 面積 生産緑地地区 地区数 面積 

六麓荘生産緑地地区

他６地区 
計７ 約 2.13 ha 

六麓荘生産緑地地区

他５地区 
計６ 約 1.74 ha 
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（白紙ページ） 
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（参考図書） 

 

・ 生産緑地地区変更前後比較表・位置図 
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【参考資料】

名　　　称 面積（ha） 名　　　称 面積（ha）

六麓荘生産緑地地区 0.59 六麓荘生産緑地地区 0.59

朝日ケ丘３生産緑地地区 0.25 朝日ケ丘３生産緑地地区 0.25

朝日ケ丘４生産緑地地区 0.30 朝日ケ丘４生産緑地地区 0.30

岩園２生産緑地地区 0.39   廃止する地区 岩園３生産緑地地区 0.23

岩園３生産緑地地区 0.23 岩園４生産緑地地区 0.29

岩園４生産緑地地区 0.29 岩園５生産緑地地区 0.08

岩園５生産緑地地区 0.08 合        計 約1.74

合        計 約2.13

生産緑地の位置図（変更後の図）

生産緑地地区の変更前後比較表・位置図

変更前＜旧＞ 変更後＜新＞
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縦覧結果と意見書提出状況 

 

１ 阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)生産緑地地区の変更(芦屋市決定)

岩園２生産緑地地区の廃止 

 

１）都市計画法第１７条第１項の規定による案の縦覧 

縦覧期間  令和３年１月１５日(金)から令和３年１月２９日(金)まで 

   縦覧場所  都市建設部都市計画課 

縦覧者数  ０名 

意見書数  なし 
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（参考） 

スケジュール表 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

12/10 

 

 

                   12/25 

 

                                         1/1  

 

1/14 

 

1/15                                           

 

1/15 

 

                                        1/29 

                                          

                      2/15 

                                         

                  2 月下旬 

                                           

 

 

県 市 

素案作成 

 

素案確定 

知事協議 

市広報発行日 

市原案作成 

芦屋市都市計画審議会（事前審）

下協議 

変更案縦覧告示 

変更案縦覧開始 

 

変更案縦覧終了 

芦屋市都市計画審議会（諮問）

決定告示・永久縦覧 
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（白紙ページ） 
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